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原著論文

心因性難聴を呈した生徒に長期に渡り教育的介入を行った事例

立入 哉（愛媛大学教育学部）

概要

軽度の難聴と左右差が大きい一側性難聴により，聞き落とし，聞き直しを機として通常の中学校にて学校不適

応が要因となった心因性難聴を来した児を長期に渡りフォローした．本事例では心因性難聴に伴い，音声の聞き

取りも困難となり，補聴器の貸し出しを行い，装用を指導した．また中学校が不登校状態となってしまったため，

聾学校への転校を促した．聾学校への転校により，徐々に閾値は改善し，回復に向かった．聾学校中学部卒業

後，通常の高校の入学後，学校不適応が再度発生し，再び心因性難聴の様相を示したため，次に単位制高校

に転校したことで，心因性難聴の再発を防ぐことができた。音声コミュニケーションの困難さに対する補聴器装用

と，通常の学校の不登校に対して聴覚障害児教育の教育資源を有効利用することにより，心因性難聴の回復に

至った．
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1．はじめに

原因となる器質的障害がない難聴を機能性難聴

（functional hearing loss），あるいは，非器質性難

聴（NOHL：non-organic hearing loss）と呼び，ま

たその中で心的原因によって起こるものを心因性難聴

（psychogenic hearing loss）と呼ぶ１）．学校保健で

は，心因性難聴を，①器質的疾患はないか，あるい

はあっても本症状の原因ではない．②難聴の症状は

ないことも，あることもある．③聴力検査では聴力レ

ベルは必ず異常値を示す．④発症の背景に心理的要

因がある．の4項目が表現されていればよいとされて

いる2）．この④の発症の背景となり得る心理的要因（心

因）としては，学校・友人とのトラブル，家庭のトラ

ブルなどの背景因子と，知的発達，情緒面の発達な

ど本人の内因も背景因子として報告されている3）．こう

した心因性難聴の治療・介入の予後としては，小林

は，難聴のきっかけがはっきりしている症例では予後

が良く，自覚症状がない児では遷延することが多く，

学校などでの環境調整と，プラセボ効果を期待した投

薬もあると述べている4）．このように，学齢期の心因性

難聴には，学校への介入など環境調整を図ることが

治癒への方法として挙げられているものの2），積極的

・具体的な介入と治癒までの経緯に関する報告は見

られない．今回，明確な心因がある心因性難聴児に

対して，補聴器の装用と共に積極的な教育的介入を

実施することで，回復に至った事例を経験したので報

告する．

２．対象児の経緯

対象は，X年6月（中学校1年生），A耳鼻咽喉科よ

り紹介された男児である．初回面接時に母親から聞き

取った本児の生育状況を下記に述べる．本児5歳時，

/k/音の発音不明瞭を幼稚園にて指摘され，B市児童

発達相談センターにて発音指導を受けた．その後，

発音は気にならなくなったため，小学校就学と共にセ

ンターへの通園は止めた．小学校3年生以後毎年，
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耳鼻科の学校健診にて要精検との指摘があり，近医

の診察を受け，都度「アレルギー性鼻炎」との所見

にて，それ以上の検査は受けなかった．中学校に進

学後，耳鼻科の学校健診で聞こえにくさを指摘され，C

耳鼻咽喉科での診察を受けた．MRIを受け，画像的

に難聴の原因はなく，感音難聴との診断を受けた．し

かし，家庭での音声コミュニケーションでは困難な場

面はないため，通院を継続することはなかった．X年6

月初旬，本人が『周りの生徒から「耳が聞こえない」

と言われ，友人の輪の中に入れてもらえないから，学

校に行きたくない』と学校の担任に訴えがあり，その

訴えを聞いた母親がA耳鼻咽喉科での診察に至った．

A耳鼻咽喉科にて，難聴を認めるも，学校不適応によ

る心因性難聴の疑いがあり，教育的介入が必要との

理由にて，執筆者に紹介があった．

３．初回面接後の諸検査の結果と状況

X年7月までに諸検査を実施した．気導聴力は平均

では右耳 110dBHL↓，左耳 93dBHL（四分法）で

あり（Fig.1），語音了解閾値(SRT)は右耳は本人が「まっ

たく聞こえない」(100dBで0％)と話し，左耳は98dB

(100dBで100％／95dBで0％)であった（Fig.2）．次に

左耳のみに語音明瞭度検査を2回実施したが，語音

弁別能(67S語表)は110dBHL提示にて一回目は35％，

二回目は45％であった．ティンパノメトリは両側正常

（A型），耳小骨筋反射は両側無反応，歪成分耳音

響放射(DPOAE)は右は無反応，左は1k,1.5kHzは無

反応，2k,3k,4k,6kHzは7dB以上のSN比が得られた

（Diatec Titan）（Fig.3）．聴性定常反応検査(ASSR)

では右耳は 500～ 4000Hzの各検査周波数で 80～

120dBnHL，左耳は同様の検査周波数で 25～

45dBnHLの推定聴力が得られた（Rion Audera）

（Fig.4）．このことから，D大学病院耳鼻咽喉科にて

「右一側性難聴，左耳は軽度難聴の上に心因性難聴

が重なっている状況」との診断を得た．なお，小学

校時より弱視・強い乱視も指摘されていたことから，D

大学病院眼科に視野狭窄を含めて精査を求めたが，

心因性難聴との関連性は否定された．

４．その後の状況と介入

D病院での診断確定時には既に夏休みになってお

り，学校に行く機会もなかったことから本人からの訴え

はなかった．二学期が始まって間もない 9月11日，

本人と面談すると『友達が話していることが聞こえな

いので「何？」と尋ねると，「何でもないよ」と無視さ

れる．男子3～4人から「しばくぞ，殺すぞ」などと言

われた．』と述べた．今後は，いつ，だれに，どのよ

Fig.1 X年7月のオージオグラム

（左の500～2000Hzの骨導は本人が「ブルブルと震える」と

話しており閾値とは言えない）

Fig.２ X年7月の語音了解閾値検査の結果（左耳）

Fig.３ X年7月の左耳のDPOAEの結果
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Fig.４ X年7月聴性定常反応検査(ASSR)の結果

（インサートイヤホンを使用．右耳測定時に左耳のマスキングは行

っていないため、右耳の1kHz結果は陰影聴取の可能性がある）

うなことをされたかを書き留めておくように本人に話し

た．9月17日，本人が記述したノートには『生徒Eに

「きもー」と言われる．生徒Fが何もしていないのに

思い切り叩いてくる．生徒Gがいやそうな顔で「バカ

やない，お前」と言う．』と書かれていた．これを受

け，執筆者が学校を訪問し本生徒の様子を説明し状

況の改善を求めたが，本人は9月下旬から不登校と

なった．

このため，執筆者と執筆者のゼミ所属生と共に10月

～12月は毎週1回約1時間の心理カウンセリングを実

施した．内容は1週間のできごとを話題に自由会話を

行った後，会話を聞き落とした時に聞き直す方法など

のアドバイスなどである．面接時，静寂な状況でも聞

き直したり，話者に近づいて聞こうとする態度が観察

できたため，補聴器の試聴を開始した（後述）．

なお，この期のWISC-Ⅳの結果は，全検査（FSIQ）

82，言語理解（VCI） 80，知覚推理（PRI) 87，ワー

キングメモリ（WMI) 91，処理速度（PSI) 86であり，

低い（境界域）～平均という成績であり，P-Fスタディ

ではGCRが47.2%で，中2男子の平均±SDが54%±15

からして，WISC-Ⅳと共に平均より低いものの標準偏

差内であった．

Fig.５ 補聴器装用自立期の裸耳閾値と装用閾値

（左耳骨導・右耳の検査は行っていない）

５．補聴器の装用について

毎回の面談にて，本人が聞こえにくさを訴えるため，

両耳用として2台の補聴器の貸出を開始した．補聴器

は，最大出力を100dBSPL前後に抑えつつ，ダイヤル

式ボリュームが付いている器種とし，自分で聞こえに

くいと思う場面で使用すること，自分で最適レベルに

なるよう随時ボリュームを調整（±12dBの範囲）しな

がら使用するよう伝えた．補聴器の操作に慣れ，補聴

器を場面装用でき，音量を自分で調整が可能となっ

た時期を装用自立期とし，この期の裸耳閾値と装用

閾値をFig.5に示す．補聴効果としては，音場にて補

聴器非装用時で本人の至適レベルである90dBSPL提

示にて語音明瞭度（67S語表）は70％であったが，補

聴器装用時は本人の至適レベルである80dBSPL提示

で95％の語音明瞭度が得られた．任意文のスピーチ

トラッキングでは，補聴器非装用時では口元を見せて

大きめの声でも復唱が困難であったが，補聴器装用

下では口元を隠しても通常の話声音圧にて復唱が可

能であり，明かな補聴効果が認められた．

６．就学先の変更について

執筆者と執筆者のゼミ所属生による心理カウンセリ

ングで不登校が解消しないため，D大学医学部耳鼻
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Fig.６ Ｘ+1年８月の聴力

（右側の骨導値は測定していない）

咽喉科に相談し「左耳の軽度難聴に加えて機能性難

聴が疑われ，特別支援学校への転入が妥当」との診

断書を得て，X年12月にＩ県立聾学校中学部への転校

となり，今までの経緯と大学で行っていた心理カウン

セリングの内容を伝え，今後の教育的・心理的支援

についてI聾学校に引き継ぎを行った．聾学校では少

人数学級に在籍することとなり，同学年の聴覚障害生

徒と同じ教育内容・教育方法にて教育を受けた．ま

た，クラスメートとのコミュニケーションによって手話

を自然に覚えていった．聾学校には毎日，通学するこ

とが可能となり，「聾学校で手話を覚えた」と報告す

るなど，聾学校での転校が本児に明るさを呼び戻した．

そこで，心理カウンセリングは週1回から学期に1回と

した．Ｉ聾学校におけるX+1年8月(中学部2年生)時の

聴力検査では閾値の回復があり（Fig.6），音場で裸

耳の語音明瞭度検査を実施したところ，本人の至適レ

ベルが80dBSPLとなり，語音弁別能(67S語表)は95％

であり，日常会話場面での音声コミュニケーションが

可能となった．

X+3年1月（中学部3年生），I聾学校における聴力

測定により，聴覚障害の程度が軽度と確定できるオー

ジオグラムを得られた（Fig.7）ことから，補聴器の装

用を中止した．また，聾学校高等部への進学ではな

く通常の高校に進学するよう進路指導を受け，私立J

高等学校（全日制）の入試に合格した．

Fig.７ X+2年1月時の裸耳閾値

（骨導は測定していない）

Fig.８ X+3年7月時の聴力

（右耳の骨導は測定していない）

しかし，X+3年(J高校1年生)6月，中学校時に同じク

ラスだった生徒と同じクラスになったことで，クラス内

で差別的発言があり，これがきっかけで不登校となっ

た．7月，左耳の平均聴力は，33dBHL（四分法）

（Fig.8），ASSRでの推定聴力は右耳／63～110dBHL

の範囲，左耳は-10～50dBnHLの範囲であり，左耳

のABRは30dBnHLにてV波を認めた．このため，心

因性難聴の再発を疑い，L心療内科に通院した．夏

休み期間中，本人が自主的にJ高校と話し合いを重ね
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Fig.9 X＋5年のオージオグラム

（右耳の骨導値は測定していない）

たが，J高校での修学を続ける気になれず，2学期よりK

単位制高校に転校することになった．K高校には執筆

者から今までの経緯を説明し，聞こえにくさがあるもの

の補聴器の適用の範囲ではないこと，必要に応じて

心理カウンセリングを受ける用意があることとを担任に

伝えた．X+5年(K高校3年生)11月，聴力検査を行った

ところ，左耳の聴力は18dBHLに改善しており（Fig.9），

心因となるような事象は解消し，L心療内科への通院

は中止した．X+6年(執筆時)，K単位制高校卒業後，

就労に至っている．

７．考察

１）補聴器装用について

心因性難聴については，純音聴力検査結果に比べ，

語音聴力結果が良いという不一致が見られる4）5）との

指摘もあるが，本事例では，良聴耳である左耳の語

音了解閾値(SRT)は98dBと語音聴力も低下し，日常

の音声コミュニケーションが困難であることが特徴的

であった．そこで，補聴器の装用を行ったところ，補

聴器装用下で音声会話が可能となった．

心因性難聴児に対する補聴器装用については，佐

藤６）は6例の心因性難聴児の内，心因性難聴診断前

から補聴器を使用していた2事例について触れ，補聴

効果があり，1例は正常閾値に，もう1例は35dBHLま

で向上したことを報告している．また，工藤ら7）は心

理的背景があり，回復傾向が見られなかった4児に対

し，精神的安定を図る意図で補聴器を場面装用指導

し，治療への一法と紹介している．さらに，中山ら8）

は心因性難聴例に対して補聴器装用を試み，自覚的

な聞き取りの改善と語音明瞭度の改善を認め，補聴

器装用は音響外傷のリスクや金銭的負担といったデメ

リットがある一方で，生活の質を向上させる可能性が

あり，補聴器装用を治療の選択肢の一つとして考慮し

ても良いと述べている．本例でも，日常の音声コミュ

ニケーションが困難なことから，音響外傷のリスクが

ないよう調整した補聴器を用いて場面装用を指導した

ところ，音声会話が可能となり補聴効果が観察できた．

日常会話の状況と共に聴力の経緯を把握し，聴力の

改善が把握できた時点で補聴器装用は中止した．

２）教育的介入について

本例は少なくとも幼児期から最終的なオージオグラ

ム(Fig.9)のように，左耳に軽度の難聴に加え左右差が

大きい一側性難聴が幼少期よりあったと思われた．こ

のことにより，幼少期に発音の不明瞭を来たし，小学

校上学年における耳鼻科学校健診においては要精検

となったと思われる．しかし，これらの経過の中で，

軽度の難聴や一側性難聴に対する診断が行われず，

適切な教育的支援が行われなかったことが悔やまれ

る．一方，軽度難聴と機能性難聴があるとして聾学

校に転校できたことは，本児にとっては不登校からの

脱出と学習の機会の保障，加えて，心因性難聴の治

療という二重の効果があった．高校進学後に再度，

心因要因が発生したが，これも早い転校により心因性

難聴の進行を防ぐことができた．芦谷9）は心因性難聴

の91％が学校生活上の問題が原因であり，うち25%は

不登校・10日以上30日以下の欠席・別室登校を合わ

せた不登校（傾向）であると報告している．不登校

（傾向）に対して，積極的かつ具体的な対策を行い，

改善を図らないと学業不振に直結し，さらに問題を深

い事態に導きかねない．芦谷3）は難聴症状に対して

手当されずに放置すれば回復の機会を逸すること，

思春期前の時期に心理的な手当を行うことの意義は

大きいと述べているが，今回，頻回な介入と聞こえに

くさに配慮された少人数教育が実施できる聾学校で手

厚い指導が行われたことが回復につながったと考えて

いる．
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本事例では軽度な難聴が認められたこと，音声に

よる日常コミュニケーションが困難であったこと，補聴

器によって音声コミュニケーションが可能になったこと

から，学校教育法施行令第22条の3に定められている

「おおむね60デシベル以上」の「おおむね」を拡大

解釈することができ，聾学校への転入が許可された．

心因性難聴児の聾学校への就学については，慎重で

あるべきと考えるが，不登校となっている場合は，学

習の機会を保障することが教育的見地から重要であ

り，聾学校の通級指導教室の利用や在籍校で聾学校

の特別支援教育コーディネータによる巡回指導を受け

ることも可能であり，学習機会の保障のために特別支

援教育に関する教育的資源を利用することが望まれ

る．

また，深津らは心因性難聴児について，回復例で

も再発するため対応に注意が必要であると述べてい

る10）が，本事例でも聾学校在籍時は回復が見られた

が，その後の進学で再発があった．立本らは学校環

境といった対人関係に誘因を見出せる例では有病期

間は20カ月を越えて長くなる傾向にあると述べてい

る11）が、本事例でも5年間に渡り介入が必要であった．

定期的な長期に渡る観察と適切な教育的介入により学

習の機会補償ができ就労に至れたと考えている．

８．まとめ

軽度の難聴と左右差が大きい一側性難聴により，

聞き落とし，聞き直しを機として通常の中学校にて学

校不適応が要因となった心因性難聴を来した児を長

期に渡りフォローした．本事例では心因性難聴に伴い，

音声の聞き取りも困難となり，補聴器の貸し出しを行

い，装用を指導した．また中学校が不登校状態となっ

てしまったため，聾学校への転校を促した．聾学校へ

の転校により，徐々に閾値は上昇し，回復に向かった．

聾学校中学部卒業後，通常の高校の入学後，学校不

適応が再度発生し，再び心因性難聴の様相を示した

ため，次に単位制高校に転校したことで，心因性難聴

の再発を防ぐことができた。音声コミュニケーションの

困難さに対する補聴器装用と，通常の学校の不登校

に対して聴覚障害児教育の教育資源を有効利用する

ことにより，心因性難聴の回復に至った．

本研究は後方視点観察研究であり，愛媛大学教育

学部研究倫理委員会の承認を得た(R3-4)．本論文の

要旨は第64回日本聴覚医学会学術講演会にて口演し

た．本児の介入については，福岡県立小倉聴覚特別

支援学校の上田香教諭，山根京子教諭の協力を得ら

れたことに感謝する．

利益相反に該当する事項：なし
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